
 

「日本再興戦略」改訂 2015 
（抜粋） 

 

一．日本産業再興プラン 

 

５－１．「国家戦略特区」の実現/公共施設等運営権等の民間開放（PPP/PFI
の活用拡大）、空港・港湾など産業インフラの整備/都市の競争力の向上 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）残された集中取組期間における国家戦略特区の加速的推進 

b）更なる規制改革事項等の実現 

国家戦略特区に関し、これまでの積み残しや本年６月までに全国から募集

した提案に加え、以下の規制改革事項のうち、国家戦略特区で取り組むべき

ものについては、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググル

ープにおいて、国家戦略特別区域法等に新たに追加すべく検討を進め、次期

国会も含め、速やかに法的措置等を講ずる。 

その際、これまでと同様に、「全国規模又は少なくとも特区の二者択一の下

で改革を実現する」との観点から、特区内での特例措置はもとより、全国規

模で適用する規制・制度改革等も組み合わせる。 

他方、国家戦略特区に指定されなかった地域や盛り込まれなかった規制改

革提案についても、必要に応じ、構造改革特区・総合特区や全国規模の規制

改革措置として実現すべく、積極的に検討を進める。 

 また、国家戦略特別区域基本方針に、「少なくとも年２回は提案募集を実施

する」としていることに基づき、全国の自治体や民間からの提案募集を、毎

年着実に行う。 

 

 

⑭獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討 

・現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化し、ライフサ

イエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が

明らかになり、かつ、既存の大学・学部では対応が困難な場合には、近年

の獣医師の需要の動向も考慮しつつ、全国的見地から本年度内に検討を行

う。 
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